
番 号 基 点 方 位 距 離

１点 太濃地島三角
点（４３）

３６度２０分 ２，０２５メートル

２点 １点 １６５度４５分 ２，２５５メートル

３点 海上交通安全法施行令（昭和４８年政令第５号）
別表第二水島航路の項第１号に掲げる地点

４点 ３点 ３２０度３０分 ５７０メートル

５点 ４点 ３８度 ２６０メートル

６点 ５点 ３４５度３０分 １，５９０メートル

７点 ６点 ３度２０分 ２６０メートル

太濃地島三角点（４３）
北緯３４度２６分５２．５秒 東経１３３度４５分１１．６秒
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